
見積り合わせに関する募集（物品調達） 

 

１ 調達内容  

（１）調達件名  

令和８年度 冷暖房用白灯油の調達（滑川地区）  

（２）調達案件の仕様、契約期間及び納入場所 

別添「仕様書」による。   

    

２ 見積り合わせ参加に必要な書類  

（１）冷暖房用白灯油見積書（以下「見積書」という。） 

（２）誓約書（別紙） 

  宛名は「支出負担行為担当官 富山労働局総務部長」とすること。 

 

３ 見積書等関係書類の提出期限及び場所  

令和８年３月１８日（水）１７時１５分まで 

持参、メール、ＦＡＸ又は郵送とする。郵送の場合、提出期限必着とする。 

〒９３０－８５０９ 

富山市神通本町１丁目５番５号 富山労働総合庁舎５階 

富山労働局 総務部総務課会計第一係 担当（瀬川） 

ＴＥＬ ０７６－４３２－２７２７ 

ＦＡＸ ０７６－４３２－６４７１ 

E-mail kaikei-toyamakyoku.a 1
イチ

5(★)mh l
エル

w.go.jp 

※(★)を＠に変更してください。 

 

４ 見積り合わせの結果通知 

令和８年３月１９日（木）１２時までに、見積り合わせに参加した者に通知する。 

 

５ その他留意事項  

（１）見積金額について  

配送費等全ての費用を考慮して見積額を算出すること。なお、単価には諸雑費等の業務の履

行に係る一切の諸経費を含むものとする。   

（２）契約の相手方の決定について 

  税込金額において最低価格を提示した事業者を、契約の相手方として決定する。 

（３）契約書の作成を要する。 

（４）国の予算成立との関係について 

  契約締結日は令和８年４月１日とする。ただし、契約締結日までに政府予算案（暫定予算を

含む。）が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算

となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況に

よって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 

  



別 紙 

 

誓 約 書 

 

当社（私）は、下記（１）から（６）のいずれの要件も満たしていることを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、必要に応じて、証明書等の追加資料の提出を求められることについて了承します。 

 

記 

 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。  

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者については、この限りでない。  

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  

（３）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保

険、国民保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の

保険料の滞納がないこと。 

（４）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。  

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は

暴力団員でないこと。  

（６）労働関係法令を遵守している者であり、過去１年以内に当該業務に関し、厚生労働省

所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 

 

 

令和  年  月  日  

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

 



仕様書 

 

１．件名 

  令和８年度 冷暖房用白灯油の調達（滑川地区） 

 

２．調達物品・年間予定数量 

  白灯油（１号灯油 規格ＪＩＳ Ｋ ２２０３） 

  ９，５７９リットル 

※なお、年間予定数量はあくまでも予定量のため、増減があることを了承すること。 

 

３．契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

４．納入場所 

  滑川公共職業安定所 滑川市辰野１１－６（ＴＥＬ０７６－４７５－０３２４） 

 

５．納入方法 

 ４キロリットル以下のタンクローリーにより搬入し、容量 950リットルの地下タンクに納入する。 

 発注は滑川公共職業安定所の担当職員から行うので、発注方法については、契約締結後滑川公共職業

安定所の職員と調整を行うこと。 

 １回の発注数量は原則 500リットル以上とする。 

 

６．契約方法 

 白灯油１リットルあたりの単価契約とする。 

 単価の算出に当たっては、一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが公表する「石

油製品小売市場調査の灯油（配達現金価格）」の「富山県平均価格」を引用する。 

 

７．相手方の決定方法 

 令和８年２月第１月曜日、第２月曜日並びに第３月曜日の「富山県平均価格」から算出した１リット

ルあたりの単価から「調整額」（小数点第 1 位まで設定する。）を減じたものに、調達予定数量及び消

費税及び地方消費税を乗じた金額により、単価契約の相手方を決定する。 

 見積り合わせに提出する見積書は、富山労働局が指定する「冷暖房用白灯油見積書（滑川地区）」を

使用すること。 

 なお、「冷暖房用白灯油見積書」にて提示する「調整額」は本契約期間中において変更はないものと

する。 

 

８．請求方法 



（１）給油する月の単価 

  給油する月の、第１月曜日、第２月曜日並びに第３月曜日の「富山県平均価格」から消費税及び地

方消費税を差し引き（小数点第２位を四捨五入する。）、それらの合計を３で除した後（小数点第２位

を四捨五入する。）、更に１８で除した価格（小数点第２位を切り上げる。）を算出する。その価格か

ら調整額を減じ、消費税及び地方消費税を加えた価格を給油する月の単価とする。 

 

（２）請求書の提出 

  給油が行われた日の属する月分ごとに取りまとめ、翌月末までに納入数量・単価を記載した請求書

を「官署支出官 富山労働局長」あて提出すること。 

 

９．その他 

（１）納品に際し、納品書を作成の上納入場所の担当職員に提出すること。 

 

（２）契約の履行にあたり、その全部を第三者（子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）

を含む。）に一括して再委託を行ってはならない。一部について再委託を行う場合には、あらかじめ書

面により申し出た上で、支出負担行為担当官の承認を得なければならない。 

 



契  約  書（案） 

 

支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 渡辺 聡（以下「甲」という。）と＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊（以下「乙」という。）は、下記の件について次の条項により契約を締結す

る。 

なお、現品を甲の指定する場所に納入（搬入の場合も含む。以下同じ。）するまでに要する費用

は、契約金額中に含むものとする。 

 

記 

 

契約件名   令和８年度 冷暖房用白灯油の調達（滑川地区） 

 

契約期間   令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

契約金額   別紙「単価明細書」のとおり 

       上記の単価に納入数量を乗じて算出した額の合計額に消費税額及び地方消費

税額を加えて得た額とする。 

（消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28条第１項及び第 29条並びに地

方税法第 72条の 82 及び 72条の 83の規定に基づき算出した額である。） 

 

契約保証金  免 除 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（納入場所及び納入品目） 

第２条 現品の納入場所及び納入品目は、次のとおりとする。 

納入場所  滑川公共職業安定所（滑川市辰野 11－６） 

納入品目  白灯油（１号灯油 規格 JIS K 2203）  

 

（納品検査） 

第３条 乙は、契約期間中適宜現品を納入するものとする。甲の指定する検査職員は、現品納入

の都度、ただちに乙の職員の立会いの下に検査を行う。 

２ 甲は、前項により納入の通知を受けた日から 10日以内に検査を実施するものとする。 

３ 納入現品は、全て甲の指示（仕様書等）のとおりであって、甲が行う検査に合格したもので

なければならない。 

４ 検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又は毀損したものの損失は、乙の負担とする。 

 



（所有権の移転及び危険負担） 

第４条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領

し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 

２ 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲

の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 

３ 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくな

った場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は対価の支払いの義務を免れるものとす

る。 

 

（不合格品引取） 

第５条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなけ

ればならない。 

２ 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管

を託すことができる。 

 

（納期の有償延期） 

第６条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入がで

きないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。  

２ 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収

して延期を許すことができる。 

 

（納期の無償延期） 

第７条 乙は、天災地変その他自己の責めに帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の

納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 

２ 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期

を許すことができる。 

 

（再委託） 

第８条 乙は、業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）

を含む。）に委託することはできない。 

２ 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50万円未満の場合は、この限り

でない。 

３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うもの

とし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と

約定しなければならない。 

４ 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことに

より送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る。以下同

じ。）を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 

５ 乙は、再委託先を変更する場合は、様式２により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、



その承認を受けなければならない。 

 

（履行体制） 

第９条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当

該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式３

により甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式４により甲に届け出なければな

らない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 

（１）受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更 

（２）事業参加者の住所のみの変更 

（３）契約単価のみの変更 

３ 前２項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるも

のとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 

 

（遅滞料） 

第 10条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金

額に対し、年 3.0パーセントの割合で計算した額とする。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその

超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 

 

（契約の解除） 

第 11条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙は請求

見込額（単価に年間予定使用量を乗じて算出した額の合計額に消費税額及び地方消費税額を加

えて得た額をいう。以下同じ。）の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として甲の指定する

期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第３号から第５号に該当すると認められると

きは、何らの催告を要しない。 

（１）第６条及び第７条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を

終了しないとき。 

（２）乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

（３）乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められると

き。 

（４）甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨

げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 

（５）第 25条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せ

ず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに

帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

 



（損害賠償） 

第 12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、

その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、この契約の履行に着手後、前条第１項による契約解除により損害を生じたときは、甲

の意思表示があった日から 10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとす

る。  

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約

の全部又は一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又

は使用人。以下同じ。）に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年

法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の２（同法第８条第１号

又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第

７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第

１項、第２項若しくは第 20 条の２から第 20 条の６の規定による課徴金の納付命令を行った

とき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命

じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198条又は独占

禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起

されたとき。 

（３）競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があった

ことが判明したとき。 

（４）乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検

され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

（５）第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第１号、第２号に該当した場合には、速や

かに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項第３号又は第４号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、速

やかに甲に報告しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、請求見込額の 100分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する

期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条の２（同

法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、

当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139号）に定める期間内に抗告訴

訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起があった場



合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条

の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項又は第 20条の２

から第 20条の６の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法

に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当

該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が

確定したとき（独占禁止法第 63条第２項の規定により当該納付命令が取り消された場合であ

っても影響を及ぼさない。）。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項若しくは第７

条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若し

くは第 95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

（５）前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の請

求見込額の 100分の 10に相当する額のほか、請求見込額の 100分の５に相当する額を違約金と

して甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条

の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項又は第２項の規定による

納付命令（独占禁止法第７条の３第１項、第２項又は第３項の規定の適用がある場合に限る。）

を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同

訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟につい

ての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき（独占禁止法第 63条第２項の規定に

より当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。）。 

（２）当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していると

き。 

３ 乙は契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第 12条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息）  

第 15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期

日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（契約金額の支払）  

第 16条 乙は、第３条の検査完了後、毎月末日までの納入数量をとりまとめ、翌月初めに支払請

求書を作成し対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長（以下「官署支出官」

という。）へ提出するものとする。 

２ 官署支出官は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30日以内にその対価を支払わなけ



ればならない。  

 

（支払遅延利息） 

第 17条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第２項の期限までに対価を支払

わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和 24

年 12月大蔵省告示第 991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める

率により計算して得られた額（円未満端数切捨）を遅延利息として乙に支払うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく

融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350号）第

１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成 10年法律第 105号）第２条第

３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成 16年法律第 154号）第２条第２項に規定する

信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を

書面により甲に届け出なければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除）  

第 20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 



（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約）  

第 21条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人

（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降の全ての受

託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当

該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければならない。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の

契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約

を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契

約を解除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 23条 甲は、第 11条第２項、同条第３項、第 19条、第 20条、前条第２項及び第 26条第２項

の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし

補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第 11 条第２項、同条第３項、第 19 条、第 20 条、前条第２項及び第 26 条第２項

の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償する

ものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場

合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入

の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目

的以外に利用してはならない。 

 

（納品物が契約の内容に適合しない場合の措置） 

第 26条 甲は、第３条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物



が契約の内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内に

（数量又は権利の不適合については期間制限なく）その旨を通知した場合は、次の各号のいず

れかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対

して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告すること

を要しないものとする。 

（１）甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換

え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 

（２）直ちに代金の減額を行うこと。 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解

除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合

が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものと

する。 

 

（事情変更） 

第 27条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他

著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議

して本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面

により定めるものとする。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 28 条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、

解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（存続条項） 

第 29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 11条第２項、第 12条、第 14条、第 15条、

第 17条、第 21条、第 23条、第 25条、第 26条、前条及び本条はなお有効に存続するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年４月１日（予定） 

 

甲  富山県富山市神通本町１丁目５番５号 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長  渡辺 聡 

 

 

乙  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊     ＊＊＊＊ 

 

  



（様式１） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

  

  



（様式２） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名        

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 

 

  



（様式３） 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業者名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・ 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乙 

事業者Ａ 

事業者Ｃ 

事業者Ｂ 



（様式４） 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

富山労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名        

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第９条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



単価明細書 

 

 単価の算出にあたっては、一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが公

表する「石油製品小売市場調査の灯油（配達現金価格）」の「富山県平均価格」を引用す

る。 

 給油する月の、第１月曜日、第２月曜日並びに第３月曜日の「富山県平均価格」から消費

税及び地方消費税を差引き（小数点第２位を四捨五入する。）、それらの合計を３で除した後

（小数点第２位を四捨五入する。）、更に18で除した価格（小数点第２位を切り上げる。）を

算出する。その価格から調整額を減じ、消費税及び地方消費税を加えた価格を給油する月の

単価とする。 

 

 ①石油製品小売市

場調査の灯油（配

達現金価格）の富

山県平均価格（消

費税及び地方消費

税抜き） 

②調整額 
③調整後単価 

(①－②) 

白灯油   円 ＊＊＊ 円 円 

※①の価格＝（（配達月第１月曜日の富山県平均価格÷1.1小数点第２位四捨五入） 

      ＋（配達月第２月曜日の富山県平均価格÷1.1 小数点第２位四捨五入） 

      ＋（配達月第３月曜日の富山県平均価格÷1.1 小数点第２位四捨五入）） 

       ÷３（小数点第二位四捨五入）÷18 リットル（少数点第二位切上） 

 

 


